
書面協議による審議会等の開催結果 

１. 審議会等名 

令和３年度第 3回石狩市情報公開・個人情報保護審査会 

 

２. 書面協議とする理由 

諮問案件が新型コロナウイルス感染症対策として緊急の審査を要するものであ

り、審査会委員の集合日程の都合がつかないため。 

 

３. 協議期間 

令和３年５月 13日から令和３年５月 21日まで 

 

４. 会議参加者 

（1） 会長 向田 直範 委員 

（2） 副会長 矢吹 徹雄 委員 

（3） 斯波 悦久 委員 

（4） 植松 美由紀 委員 

（5） 半澤 政子 委員  

 

５. 諮問事項 

「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世

帯以外の低所得の子育て世帯分）」給付事業実施に伴う市民税課税等のデータ

利用について」【保健福祉部子ども政策課】 

・出された意見等  

「取り扱う情報量・項目が多いので、取扱いにご注意願います。」 



・意見等の処理状況  

事業の実施に当たり、データは注意して取扱うこととする。 

・承認状況（結果）  

答申書のとおり、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別

給付金（ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分）」給付事業実施に伴う市

民税課税等のデータ利用について」が承認された。 


